
調布都市計画道路事業３・４・16号和泉多摩川藤塚線の

事業計画変更認可取得について

１．概要

調布都市計画道路事業３・４・16号和泉多摩川藤塚線は、平成 26年 10月 27

日付け東京都告示第1438号で事業認可の告示がされました。

本事業は平成26年 10月 27日から令和３年３月31日までの事業施行期間の予

定でしたが、下水道等の埋設工事が難航しており、期間内の事業完了が困難となった

ため、事業施行期間を６か年延長とする変更認可を申請しました。

令和３年３月17日付け東京都告示第289号で事業計画の変更が認可され、事業

施行期間は令和９年３月31日までに延長となりましたので、期間内での事業完了が

できるよう引続き進めてまいります。

２．事業内容

調布都市計画道路事業３・４・16号和泉多摩川藤塚線

施行者：狛江市

事業地：狛江市岩戸北一丁目及び岩戸北二丁目各地内

延長 ：330ｍ

幅員 ：16ｍ

事業施行期間：平成26年 10月 27日から令和９年３月31日まで

令和３年３月 23 日
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